
地域連携支援ソフト事業実施までの流れ

対象事業の圏域

（ ）・事業対象範囲が複数の都道府県 市町村

Ａ県（市町村） Ｂ県（市町村） 。にまたがっており支援体制が整わない

・連携の始動期であり、資金、情報、ノウ

ハウの面で何らかの支援を受けたい。Ｃ県（市町村） Ｄ県（市町村）

様々な地域づくりへの支援の要望国土交通省

地域連携支援ソフト事業を募集

市町村 市町村 市町村 市町村 地域連携支援ソフト事業を活用するかどう

かについて、町村も含め対象地域で話し合

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県 い。

地域連携支援ソフト事業を要望することに決定。

Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

Ａ県

Ａ県が幹事県として国土交通省へ要望

国土交通省は要望事業の中から、事業を採択。

Ｂ県 国土交通省

国土交通省は事業の円滑な

Ｃ県 Ａ県 請負契約を締結 実施のために事業内容を考

慮して請負先と契約を行

Ｄ県 請 負 先 う。

事業実施のための諸々の作業を実施

要望された事業の実現


